
添付資料－６ 設工認として必要な設計，工事及び検査の流れについて 

 

 

              

  ：設工認の範囲 
 
 ：必要に応じ実施する業務の流れ 

対象設備の現状 
（工事実績） 

設工認における調達管理の方法（様式－9） 

基本設計方針の作成 
（設計１）＊3 

（様式－3，4，5，6，7） 

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 
事業（変更）許可申請書（本文及び添付書類）， 
設置許可基準規則・技術基準規則及びその解釈 

各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の

選定（様式－2） 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を 
確保するための設計（設計２）＊3 

（様式－8，設計資料） 

対象設備の現状 
（設計実績） 

確認申請図書，決定図書 

設備図書（完成図書） 

既設工認 

業務報告書 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

設計のアウトプットに対する検証 

設
備
の
具
体
的
な
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
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使用前事業者検査 

設備図書（完成図書） 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

 

使用前事業者検査等及び 
自主検査等の記録 

（定期事業者検査，自主検
査等） 

・検査計画の管理 
・主要な耐圧部の溶接部に

係る使用前事業者検査の

管理 
・使用前事業者検査の実施 使用前事業者検査の計画＊2 

(様式－8) 

工事及び検査 
（バックフィット制度における設工認申請上では，各要求事項に対する 

使用前事業者検査，必要な追加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載）（様式－1） 

設計＊1 
（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載）（様式－1） 

設
工
認
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3.3.3(1) 

主な記録 

3.3.3(3) 

設工認における調達管理の方法 

注記＊1：バックフィット制度における設工認申請上の「設計」とは，要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計１）し，既に設置されている設備の状況 

を念頭に置きながら，適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計２）を行う業務をいう。 

また，この設計の結果を基に，設工認として申請が必要な範囲について，設工認申請書にまとめる。 

＊2：条文ごとに適合性確認対象設備が設工認に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む）の決定とその実施を使用前事業者検査の計画とし 

て明確にする。 

＊3：保安規定品質マネジメントシステム計画の「7.3.3 設計開発の結果に係る情報」，「7.3.4 設計開発レビュー」対応項目 

 

確認申請図書，決定図書 

工事の方法 

3.3.3(2) 
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